
申申し込み　問問い合わせ

木
造
住
宅
を
対
象
に
耐
震
診
断

　

耐
震
診
断
調
査
資
格
者
が
耐
震
診

断
し
、
地
震
に
弱
い
部
分
や
倒
壊
す

る
可
能
性
の
有
無
を
調
べ
ま
す
。
耐

震
性
が
不
足
す
る
場
合
は
、
耐
震
改

修
の
補
助
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

対
象
住
宅
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
市

内
の
木
造
住
宅
、
先
着
13
戸
。
❶
昭

和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た

一
戸
建
て
の
住
宅
か
併
用
住
宅
（
住

宅
部
分
の
床
面
積
が
２
分
の
１
以
上
）

❷
平
屋
か
２
階
建
て
❸
在
来
軸
組
工

法
で
建
築

費
用
＝
１
，
０
０
０
円

用
意
す
る
物
＝
印
鑑
、
確
認
通
知
書

な
ど
の
図
面

申
８
月
13
日
㈪
〜
９
月
７
日
㈮
に
市

役
所
建
築
指
導
課
（
☎
０
２
７
‐
８

９
８
‐
６
７
５
２
）
へ
直
接

道
路
の
安
全
利
用
を
心
掛
け
よ
う

　

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
。
８

月
10
日
㈮
は
道
の
日
で
す
。
道
路
を

安
全
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
次
の
点

を
守
り
ま
し
ょ
う
。
❶
道
路
に
は
み

出
し
た
樹
木
や
生
け
垣
な
ど
は
剪せ

ん
定て
い

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
７
時

窓 口
業務時間

問
子
育
て
支
援
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
１

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
届
け
出
を

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

に
所
得
現
況
届
を
、
障
害
児
福
祉
手

当
受
給
者
に
現
況
届
の
提
出
を
依
頼

す
る
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
下
表
の
対
象
者
で
申
請
を

し
て
い
な
い
場
合
は
、
障
害
福
祉
課

か
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
支

所
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
に

な
っ
た
場
合
は
支
給
停
止
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

❶
児
童
が
障
害
を
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
給
し
て
い
る
❷
児
童
が
児

童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
。

問
障
害
福
祉
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
１
１

農
地
変
更
は
申
し
出
が
必
要
で
す

　

農
振
農
用
地
区
域
内
の
農
地
を
、

住
宅
や
露
天
駐
車
場
な
ど
に
使
用
す

る
た
め
同
区
域
か
ら
除
外
を
希
望
す

る
所
有
者
は
、
事
前
相
談
し
て
か
ら

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
し

出
地
は
利
用
権
設
定
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
要
件
の
一
つ
で
す
。
要
件
や

書
類
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
る

か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

用
意
す
る
物
＝
除
外
要
件
説
明
書
、

土
地
利
用
計
画
書
、
土
地
登
記
事
項

証
明
書
か
登
記
簿
謄
本
（
分
家
住
宅

は
昭
和
46
年
当
時
の
所
有
者
が
分
か

る
物
）、
公
図
、
印
鑑
な
ど

申
９
月
３
日
㈪
〜
20
日
㈭
に
市
役
所

農
政
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７

０
２
）
へ
直
接

し
、
流
れ
出
た
土
砂
な
ど
は
撤
去
す

る
❷
宅
地
へ
出
入
り
す
る
た
め
の
鉄

板
や
ブ
ロ
ッ
ク
を
置
か
な
い
❸
商
品

や
看
板
な
ど
通
行
の
妨
げ
に
な
る
物

を
置
か
な
い
。

　

ま
た
、
工
事
な
ど
で
足
場
を
設
置

し
た
り
、
縁
石
の
切
り
下
げ
を
し
た

り
す
る
と
き
は
、
道
路
管
理
者
の
許

可
や
承
認
が
必
要
で
す
。
工
事
の
前

に
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

舗
装
工
事
が
完
了
し
て
か
ら
原
則
３

年
間
は
掘
削
で
き
ま
せ
ん
。

問
道
路
管
理
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
０
９

東
部
建
設
事
務
所

☎
０
２
７
‐
２
８
３
‐
１
１
０
９

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
け
出
を

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
毎
年
８
月
中
に
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
８
月
上
旬
ま
で
に

受
給
資
格
者
に
案
内
通
知
を
送
付
し

ま
す
。
通
知
に
記
載
さ
れ
た
窓
口
に

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
８
月
８
日
㈬
に
前
橋
保
健

セ
ン
タ
ー
で
、
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
向
け
の
臨
時
就
業
相
談
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。
現
況
届
の
提
出
に
合
わ

せ
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

く
ら
し
の
情
報

お
盆
に
嶺
公
園
行
き
バ
ス
を
増
発

　

８
月
13
日
㈪
か
ら
16
日
㈭
ま
で
、

「
嶺
公
園
行
き
」
の
臨
時
バ
ス
を
運

行
。
定
期
運
行
に
加
え
て
左
表
の
と

お
り
増
発
し
ま
す
。
料
金
は
Ｊ
Ｒ
前

橋
駅
北
口
か
ら
嶺
公
園
ま
で
、
片
道

５
５
０
円
で
す
。

問
嶺
公
園
管
理
事
務
所

☎
０
２
７
‐
２
６
９
‐
３
８
３
８

中
央
公
民
館
の
利
用
調
整
会
議

　

12
月
か
ら
来
年
３
月
ま
で
の
中
央

公
民
館
の
部
屋
利
用
申
し
込
み
を
受

け
付
け
ま
す
。
希
望
す
る
団
体
の
代

表
者
は
下
表
の
日
時
に
同
館
へ
直
接

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
受
付
日
以

降
は
電
話
で
受
け
付
け
ま
す
。

問
同
館

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
９
９

サ
ン
デ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
で
森
体
験

　

竹
林
の
手
入
れ
な
ど
を
と
お
し
て

人
に
も
森
に
も
優
し
い
環
境
づ
く
り

を
考
え
ま
す
。

日
時
＝
❶
９
月
２
日
㈰
❷
11
月
４
日

㈰
、
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

会
場
＝
サ
ン
デ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
室
沢

交
流
の
森
（
粕
川
町
室
沢
）

対
象
＝
市
内
在
住
の
小
学
生
以
上
と

保
護
者
、
30
人
（
抽
選
）

内
容
＝
❶
は
竹
の
箸
作
り
❷
は
竹
の

コ
ッ
プ
作
り

用
意
す
る
物
＝
弁
当
、
飲
み
物
、
筆

記
用
具
、
雨
具
、
軍
手
、
帽
子
な
ど

申
８
月
15
日
㈬
（
必
着
）
ま
で
に
往

復
ハ
ガ
キ
で
。
住
所
・
参
加
者
全
員

の
氏
名
・
学
年
・
電
話
番
号
を
記
入

し
、
市
役
所
環
境
政
策
課
（
☎
０
２

７
‐
８
９
８
‐
６
２
９
２
）
へ

わ
く
わ
く
子
ど
も
ま
つ
り
を
開
催

　

市
民
活
動
団
体
が
集
ま
り
、
子
ど

も
向
け
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
や
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
。
小
動
物
と
の
触
れ
合
い

体
験
、
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
、
ド
ナ
ル

ド
シ
ョ
ー
、
白
バ
イ
や
ゆ
る
キ
ャ
ラ

と
の
写
真
撮
影
な
ど
が
で
き
ま
す
。

日
時
＝
８
月
18
日
㈯
午
前
10
時
〜
午

後
４
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21

問
生
活
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
１
０

か
ら
だ
健
や
か
昼
食
会
を
開
催

　

昼
食
を
一
緒
に
食
べ
な
が
ら
、
食

事
の
整
え
方
や
口
の
手
入
れ
の
こ
つ

を
学
び
ま
す
。

日
時
＝
９
月
７
日
㈮
午
前
11
時
30
分

〜
午
後
１
時
30
分

会
場
＝
芳
賀
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
在
住
で
、
65
歳
以
上
の

１
人
暮
ら
し
の
人
か
65
歳
以
上
の
み

世
帯
の
人
、
先
着
20
人

費
用
＝
３
０
０
円

申
８
月
31
日
㈮
ま
で
に
長
寿
包
括
ケ

ア
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３
３
へ

前
橋
シ
ネ
マ
ハ
ウ
ス

☎
０
２
７
‐
２
１
２
‐
９
１
２
７

　

前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
別
館
内
、
前

橋
シ
ネ
マ
ハ
ウ
ス
の
８
月
の

上
映
作
品
は
次
の
と
お
り
。

詳
し
く
は
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

上
映
作
品
＝
「
陸
軍
前
橋
飛
行
場
」、

「A
LO

N
E

」、「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

死
ん
じ
ゃ
っ
た
っ
て
」、「
こ
の
世

界
の
片
隅
に
」、「
ロ
ー
ズ
の
秘
密

の
貢
」、「
タ
ー
シ
ャ
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
」

お
知
ら
せ

特別児童扶養手当・障害児福祉手当の概要

種別 支給額（月額） 対象

特別
児童
扶養
手当

１
級 5万1,700円

20歳未満の在宅重度心身障害児（身
体障害者手帳1級〜3級程度、療育手
帳B1以上など）を養育している保護者２

級 3万4,430円

障害児
福祉手当

1万4,650円
20歳未満の在宅重度心身障害児（著
しく重度の障害があるため、日常生活
において常時介護を要する状態）

中央公民館会議日程
期日 部屋名・利用日 会場（５階） 開始時間

８月31日㈮
料理実習室・

会食室
506学習室

午前９時

和室・茶室 午前10時

９月３日㈪
日曜

・ホールは午前９時
・学習室は午前10時
・アトリエは午後１時
・スタジオ
   （夜間）は午後２時
   （午前・午後）は午後３時

月曜 507学習室
９月４日㈫ 火曜

506学習室
９月５日㈬ 水曜

９月６日㈭ 木曜

９月７日㈮
金曜

土曜 507学習室

嶺公園行き臨時バス時刻表（増発分のみ）

行き先 停留所 通過予定時刻

嶺
公
園

前橋駅 7:10 9:00 11:10

坂下 7:12 9:02 11:12

中央駅 7:13 9:03 11:13

県民会館前 7:15 9:05 11:15

附属小前 7:16 9:06 11:16

若宮十字路 7:18 9:08 11:18

県営住宅前 7:22 9:12 11:22

小神明三叉路 7:24 9:14 11:24

勝沢十字路 7:26 9:16 11:26

嶺公民館前 7:29 9:19 11:29

嶺公園管理
事務所

7:34 9:24 11:34

嶺公園 7:40 9:30 11:40

前
橋
駅

嶺公園 8:15 10:05 12:00

中央駅 8:36 10:26 12:21

前橋駅 8:45 10:35 12:30

催　

し
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